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道路運送法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う通達改正について

標記について、今般、国土交通省から全タク連に対し、下記のとおり通達を改正

した旨の通知がありましたので、了知されるとともに傘下会員に対し周知をお願い

いたします。

なお、本件各通達については、データ量が膨大となるため、メール送信とともに

下記の全タク連ホームページに掲載いたしますので、適宜ご活用願下さい。

記

〇全タク連 通達掲載ページHP

http://www.taxi-japan.or.jp/content/?p=article&c=3898&a=13

〇送付通達等

１．「自家用有償旅客運送の監査方針の細部取扱いについて」の一部改正について
令和５年８月１日付け 国自安第５１号の２

国自旅第１２１号の２
国自整第７８号の２

２．「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について
令和５年８月１日付け 国自安第５２号の２

国自旅第１２２号の２
国自整第７９号の２

３ 「一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシーに限る ）の申請． 。
に対する処分に関する処理方針」等の一部改正について

令和５年８月１日付け 国自旅第１２３号の２
（本通達における全タク連への通知内容は以下の５つ）
・一般乗用旅客自動車運送事業（福祉輸送事業限定）の許可等の取扱いについて
・訪問介護事業所等の指定を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者（特定旅客
自動車運送事業者を含む ）が遵守すべき運行管理業務について。

・交通空白地有償運送の登録に関する処理方針について
・福祉有償運送の登録に関する処理方針について
・自家用有償観光旅客等運送の登録に関する処理方針について

４．道路運送法施行規則等の一部を改正する省令について（参考資料）


